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避難所の開設から

撤収までの流れ

（初動期編）
参照資料：日進市避難所運営マニュアル（本編）、様式集、資料集

初動期（災害発生当日）
災害発生当日の混乱のなかで住民の安全を確保し、避難所を開設する。

災害
発生

災害が
起きた時 □自分と家族の身の安全を確保（P.7）

地震でゆれている間：

浸水の危険がある時：

自分の身を守る行動をとる

安全な場所または上層階に逃げる

災害が
おさまったら

□隣近所で声をかけ、助け合いながら緊急避難場所へ避難

□区・自治会・自主防災組織、民生委員などの地域住民の代表者は、公
民館等の緊急避難場所を拠点とし、連携して、初期消火、災害時要援護
者の安否確認、救出・救護、避難誘導などを行う
＊災害時要援護者
高齢者、障害者、難病患者、外国人、
子どもなど、自力で逃げることが
困難な人や、避難情報をもとに判断
することが難しい人のこと

□避難した人を、区や自治会などの班ごとに確認

□人の振り分け（トリアージ）
□病院や救護所へ搬送する人 → 病院や救護所へ

避難した場所で
（緊急避難場所）

注）家を離れる時は必ずブレーカーを切ってください

避難した場所で（緊急避難場所）

避難所へ行く人（自宅が安全でない） 自宅に戻る人（自宅が安全）

避難所
（施設管理者と相談しながら開設）

□建物の安全確認（P.8）
□施設内の設備の点検（P.9）
□施設管理者との打合せ

・避難所として利用可能な場所（P.10）
・立入禁止にする場所（P.11）
□避難所運営のために使う場所の指定
（P.12）
□避難所運営本部の設置（P.13）
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□避難してきた人々の受け入れ場所の指定
（P.13）

□避難してきた人々の受付（P.14）

□利用者の組分け（P.15）

□市災害対策本部への連絡（P.17）

□情報収集・伝達手段の確保（P.17）

□備蓄している水や食料、物資の確保・配給
（P.18）

避難した場所で（緊急避難場所）

避難所へ行く人（自宅が安全でない） 自宅に戻る人（自宅が安全）

避難所
（施設管理者と相談しながら開設）

自宅など
（避難所以外の場所

□建物の安全確認（P.8）
□施設内の設備の点検（P.9）
□施設管理者との打合せ

・避難所として利用可能な場所（P.10）
・立入禁止にする場所（P.11）
□避難所運営のために使う場所の指定
（P.12）
□避難所運営本部の設置（P.13）

支援を受けるため
□避難所利用者登録（P.14）
□利用者の組分け（P.15）
□在宅避難者等支援施設＊の選定
（P.16）
→避難所と協議

＊在宅避難者等支援施設
避難所から遠い地区で避難所以外
の場所に滞在する人のために、食
料や物資、情報などを集め、提供
する場所

以上が初動期の流れです。

次回は6係

ご清聴ありがとうございました。

運営本部係・受付係・誘導係

についてお話していきます。

トイレ係・救護係・物資係






































































